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  １．はじめに 

 厚生労働省は、2014年７月28日に開催した

全国介護保険担当会長会議で、第６期介護保

険計画（2017年度～2019年度）の策定にむけ

た具体的な取り組み指針・方針を示した。 

 そのなかでは、介護予防・日常生活支援総

合事業ガイドライン案（以下ガイドラインと

いう）によって、予防給付の訪問介護及び通

所介護の新しい総合事業への移行と合わせ、

ボランティアなどの多様な担い手による支え

合いや地域づくりに向けた指針等が提示され

た。 

 また、地域の支え合いや地域づくりに関し

ては、助けあい活動を実践・支援している非

営利団体等の全国的組織による新地域支援構

想会議
１

が、助けあいを中心とした多様なサ

ービス提供の考え方を「新地域支援構想」と

してまとめ、厚生労働省に提出するなどの動

きも出てきている。 

 このような国からの指針等の提示や団体に

よる提言などを受けて、多様な主体による支

え合いや新たな地域づくりに向けた市町村、

生活支援組織の動きが本格化するものと思わ

れる。 

 一方、ＪＡグループでは、従来から助けあ

い組織の活動や生活支援サービスの提供をは

じめとして、種々の地域活動を通じて生活の

支え合いや地域づくりを支援する活動を進め

てきている。 

 今回の制度改正が求める多様な担い手によ

る支え合いや新たな地域づくりは、現在のＪＡ

助けあい組織や生活支援事業を今後どのよう
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にしていくのかということについて、ＪＡグ

ループとして新たな視点からの検討を求める

ことになると思われる。 

 そこで、多様な担い手による支え合いや地

域づくりに焦点を当て、ガイドラインの「第

３市町村を中心とした生活支援・介護予防サ

ービスの充実」「新地域支援構想」等の概要を

見ながら、検討方向を整理してみたい。 

 

２．ガイドラインの概要～「第３市町

村を中心とした生活支援・介護予防

サービスの充実」を中心に～ 

 今回の制度改正は、要支援者に多様なサー

ビスを提供する仕組みの構築とあわせ、地域

における生活支援の充実、高齢者の参加・支

え合い体制づくりを進めることが大きな柱と

なっている（図１、図２参照）。 

 ここでは、支え合い、地域づくりのキーワ

ードとなっている「多様な主体」、「住民主

体」、「互助中心」に関連した部分についてガ

イドラインの「第３市町村を中心とした生活

支援・介護予防サービスの充実」の概要を示

すこととする。 

 

 基本的考え方 

 今後の生活支援・介護予防サービスについ

て、以下の３点が基本的な考え方として示さ

れている。 

① 高齢者地域住民も担い手となる多様な生

活支援・介護予防サービスを充実させる。

また、高齢者自身が担い手として「社会参

加」すること等によって高齢者自身の介護

予防にもつなげる。 

② 地域全体で協同組合、ボランティア、

NPO、民間企業等の多様な主体による生活

支援・介護予防サービスの提供を推進する。 

③ 好事例を参考に各市町村で取り組む。 

 

 生活支援・介護予防サービスの開発・発

掘のための取り組み 

 「生活支援コーディネーター（地域支え合

い推進員）」（以下コーディネーターという）

と「協議体」を設置することで、元気な高齢

者を含む住民主体の互助を中心とした生活支

援・介護予防サービスの拡充をはかることと

し、その目的・役割、取り組みの流れなどが

示されている。 

 その取り組みに当たっての基本的考え方は

以下の通り。 

① 市町村が中心となって構築する。 

② 生活支援体制整備事業（地域支援事業の

包括的支援事業として、今回の制度改正で

拡充される市町村の取り組み）を活用して

創出する。 

 

 地域ケア会議、既存資源、他施策の活用 

 ＪＡ、生協、NPO、ボランティア等による

生活支援活動は、地域によって濃淡はあるも

ののすでに実施されており、「コーディネー

ター」、「協議体」等の設置以前に、ＪＡ等の

既存の地域資源を確認することが重要だとし

ている。また、地域資源確認の際に参考にす

べきものとして前出の「新地域支援構想」が

取り上げられており、①住民主体の支援の充

実・活用が重要である、②自主性・自発性へ

の配慮が必要である、③市町村の総合事業の

具体的制度設計・事業運営において有益な提

言である、とのコメントとともに構想の概要

が示されている。 
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（図１）生活支援・介護予防の充実が制度改正の一つの柱 

（図２）支え合い、地域づくりによる生活支援・介護予防の充実の考え方 

出典：ガイドラインより（囲みは筆者）

出典：2013年10月30日開催 社会保険審議会介護保険部会資料より 
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３．「新地域支援構想」の概要 

 今回ガイドラインで「新地域支援構想」が

紹介されたことで、今後各市町村が「新地域

支援構想」を参考に地域支援事業の計画策定

を進めることが予想される。インターネット

で入手可能
１

なので一読して頂きたいが、こ

こで概要を紹介したい。 

 「新地域支援構想」は大きく「構想の趣旨」、

「私たちが描く新しい地域支援事業の姿（基 

本枠組みに関する提案）」、「その他の提案」、

「助け合い活動の理解のために」の４つに分

けてまとめられている。そのうち、「その他の

提案」は自治体向け、「助け合い活動の理解の

ために」は、助けあい活動（組織）に馴染み

のない行政や団体等の当事者に向けて、助け

あい活動（組織）とは何か、その内容や考え

方をまとめたものとなっている。 

 

 構想の趣旨 

 高齢者が抱える課題の認識、目指す地域支

援事業の方向、地域支援事業の広がりの３点

に区分して提言の趣旨がまとめられている。 

 また、提言の位置づけについては以下のと

おりである。 

① 「新たな地域支援事業に対する基本的考

え方」（2014年２月17日 厚生労働省へ提

出）を基に、具体的な展開方法についての

提言をまとめたもの。 

② 厚生労働省、各自治体における第６期介

護保険計画立案、ならびに助けあい組織に

おけるネットワークづくりの参考資料。 

 

 

 私たちが描く新しい地域支援事業の姿

（基本枠組みに関する提案） 

 「広く関係者で共有するために」との副題

がついており、６つのポイント
２

で提言がま

とめられている。 

 その中で、特に注目したいのは、①住民・

市民が地域の福祉課題・生活課題を自らの問

題として認識・共有し、地域づくりの視点に

立って助けあい活動を中心に展開すべき、②

高齢者の社会的孤立の防止、社会的関係の回

復・維持というニーズへの対応としての助け

あい活動と、専門職による専門的サービスの

提供の二つのアプローチが必要である、③費

用抑制の視点からではなく、ニーズに基づく

介護予防訪問介護・通所介護の地域支援への

移行が求められる、としている点である。 

 また、助けあい活動団体に対しても、真の

ニーズ（自立支援、社会的孤立の防止、社会

的関係の回復・維持等）に着目し支援するこ

とが必要として対応を求めている。 

 その他、①活動拡充の障害となっているコ

ーディネーターの人件費やその他の調整にか

かる事務諸費用（事務所経費含む）に対する

公費助成が不可欠、②地域における助けあい

活動の発展につながる協議体とコーディネー

ターであることを期待するとともに、コーデ

ィネーターは助けあい活動の諸団体に支えら

れ、助けあいという価値観を共有できる人物

が望ましい、としている点なども注目される。 

 

 その他の提案 

 ここでは、自治体向けの提案として①介護

予防訪問介護・通所介護の地域支援への移行

２ ⅰ助けあい活動を中心とした地域支援事業の展開、ⅱ介護予防訪問介護・通所介護の地域支援への移行、ⅲサービ

ス実施の判断と調整の仕組み、ⅳ助けあい活動に対する公費助成、ⅴ協議体と生活支援コーディネーター、ⅵ高齢者
等の助けあい活動への参加促進 
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に関する具体的な対応策、②拠点の整備、③

助けあい活動を支援する民間財源の醸成につ

いて提言している。 

 特に介護予防訪問介護・通所介護の地域支

援への移行に関する具体的な対応策に関して

は、利用者１割負担の報酬方式を引き継ぐサ

ービス（雇用型生活支援サービス）
３

が過渡

的に存在する間、助けあい活動によるサービ

ス提供の利用者負担の軽減（サービス間の公

平化）のため、バウチャー等を発行すること

を提案している。なお、過渡的としている理

由は、地域住民が主体となって助けあい活動

を担うのが基本であり、地域支援事業への介

護給付の移行に伴うサービス提供は助けあい

活動が受け皿となって全て行われるべきであ

るが、それが根付くには時間もかかるし、地

域差もある。これらのことを踏まえた提言内

容となっているためである。 

 

４．ＪＡ助けあい組織の状況 

 次に、生活支援・介護予防サービス等の担

い手として期待されるＪＡ助けあい組織の状

況について見てみたい。 

 平成25年全ＪＡ調査によるとＪＡ助けあい

組織を設置しているＪＡは338で全体の48％

にとどまっている。 

 また、助けあい組織数も減少傾向にある。

助けあい組織には会員の固定化、高齢化、そ

れに伴う会員の減少、リーダーとなる人材の

不足、事務局体制の未整備などの課題が指摘

されている。 

 少し古いデータではあるが、当研究所が

2007年９月にまとめた「ＪＡの助けあい活動

に関する調査研究」
４

でも、ＪＡの助けあい

活動が停滞しているケースの要因として以下

の４点が指摘されている。 

① 活動の担い手の高齢化・会員の減少 

② 介護保険事業との活動の重複 

③ 活動への理解不足（会員、利用者、ＪＡ

役職員、地域住民など） 

④ 地域との連携不足 

 

５．おわりにかえて 

 前出の「ＪＡの助けあい活動に関する調査

研究」のなかで、金城学院大学の朝倉美江氏

が、「ＪＡの助けあい活動の実態と今後の展

望－『ＪＡの助けあい活動に関する調査研究』

から－」と題して提言を行っているので一部

を紹介したい。 

 朝倉氏は、ＪＡ助けあい組織について、ＪＡ

の事業・活動の基盤、農村地域の地域づくり

を担うものと位置づけ、その役割に対する当

然の支援としてＪＡの経済的・人的支援は不

可欠としたうえで、ＪＡ助けあい組織を強化

するために次の点の提言を行っている。 

 

〇朝倉氏の提言 

 ① 助けあい組織の事務局を設置する。協

力会員のリーダーをコーディネーターと

して養成し、報酬を支払って配置してい

く。 

  ＊事務局はＪＡの組織と対等で協働的な

関係として位置づける。その際ＪＡ側

にもその窓口となる職員を配置する。 

 ② 助けあい活動の予算を事業計画に基づ

いて活動の必要経費、研修費等を十分保

３ ガイドラインで典型的な例として示された訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）、通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス）のこと 

４ 『共済総合研究』Vol.52（2008.３）で「リスク社会におけるＪＡの助けあい活動の役割と展望－『ＪＡ助けあい

活動に関する調査研究』から－」として朝倉氏が執筆している。 
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障する。 

  ＊ＪＡ高齢者福祉事業・活動計画の策定

のなかで明確に位置づけ、ＪＡ全体の

事業計画にも明確に位置づける。 

 ③ 活動に伴う利用料とその報酬について

は、活動内容に応じて正当な金額を設定

していく。その際には活動内容が継続的

で責任・専門性を伴うものであるか、さ

らに利用料との関係をどのように設定す

るのか、全体の予算の中での可能性はど

うなのか、などを検討し、協力会員・利

用会員の合意のもとに設定していく。 

  ＊ＪＡの介護保険・生活支援事業との整

合性も図る必要がある。 

 ④ 助けあいの活動拠点を支店等のユニバ

ーサルデザイン化も含めて計画的に確

保・整備していく。 

  ＊ＪＡ高齢者福祉事業・活動計画に拠点

整備計画も明示する。 

 ⑤ ＪＡの福祉事業との連携、地域の他機

関等の連携を積極的に進めていく。 

  ＊ＪＡだけでなく、地域福祉計画等との

連携も含めて地域ネットワークを有機

的に構築する。定期的な関係機関・団

体との連絡協議会も設置する。 

 

 今回の制度改正は、医療を含めた社会保障

制度の大幅な変更となる。中でも、地域での

互助による支え合いや地域づくりを市町村が

進めるようになる点は、従来の制度改正とは

比べ物にならない大きなインパクトをＪＡ介

護保険事業に与える可能性がある。また、お

そらくはＪＡ介護保険事業だけでなく、これ

まで相互扶助の精神に基づき地域で行ってき

たＪＡ助けあい組織等の組織活動に対しても

ＪＡ外からの影響が少なからず出てくること

になろう。 

 ＪＡの事業・活動の基盤として、また、農

村地域の地域づくりの担い手として位置付け

られるＪＡ助けあい組織等を今後どのように

していくのか、ＪＡ組織全体で見直すことを

迫る制度改正との認識が必要であろう。 

 朝倉氏の提言には、ガイドラインや「新地

域支援構想」などが求める支え合いや地域づ

くりに対応するために、ＪＡとしてＪＡ助け

あい組織等の組織活動の活性化に必要な視点

が整理されていている。 

 今回の制度改正をきっかけとして、これら

の提言も参考にして、協力会員・利用会員と

の議論の場を設けてみてはいかがだろうか。 
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